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法定福利費の内訳を明示するための標準見積書 

 

 

１ ．はじ めに 

   当協会は、国土交通省の「法定福利費の確保によ る社会保険等未加入対策の徹底に

ついて」及び「標準見積書の活用等によ る法定福利費の確保の推進について」等の通

知を受け、「社会保険加入促進計画」を始め「労務賃金改善等推進要綱」等を定め、

会員の協力を得て、社会保険等未加入対策を進めていると こ ろ である。 

  道路建設産業における社会保険等への加入を徹底するためには、技能労働者を雇用

し ている企業等が、保険料を支払う ための法定福利費を確保し ていく こ と が必要不可

欠である。法定福利費は、発注者が負担する 工事価格に含ま れる 経費である と いう

前提の下、従来の総額によ る 見積り だけではなく 、その中に含ま れる 法定福利費の

内訳を明示する 。こ のため、今回「法定福利費の内訳を明示するための標準見積書」

(以下「標準見積書」と いう 。）を作成するこ と によ っ て、会員各位の利便性や社会保

険等への加入促進に供する事を目的と するも のである。 

  道路建設工事は、工事に携わる職種が多岐にわたる事やこ れま での会員各社の見積

方式、表示方法も あり 、会員各社が提出する見積書をすべて今回定める標準見積書の

様式に統一するこ と を強制するも のではないが、少なく と も 法定福利費の内訳を明示

し た見積書を提出するこ と と し て、できる限り 標準見積書をご活用さ れるよ う お願い

する。 

  

２ ．標準見積書の活用等 

（1）標準見積書の書式 

       標準見積書の書式は、別添様式１ と する 。 
 

（2）標準見積書の活用 

    ・ 下請企業は、元請企業等への見積書の提出に際し 、標準見積書を活用する 。 

  ・ 元請企業は、発注者（民間）に対し 法定福利費を確保できる 金額によ る 見積へ

の理解と 協力を求める 。 

        ま た、下請企業から 提出さ れた標準見積書を尊重する と と も に、下請企業に

標準見積書の活用を指導する 。 
 

（3）標準見積書の適用時期 

      本標準見積書の適用は、平成 25 年 12 月１日から と する 。 
 

３ ．法定福利費の明示 

（1）明示する 法定福利費の対象 
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      標準見積書に明示する 法定福利費は、当該工事に従事する 現場労働者に対する

次に示す社会保険等保険料の事業主負担分の合計額と する 。 

・ 雇用保険料  

・ 健康保険料      （４ ０ 歳以上は介護保険料を含む。） 

・ 厚生年金保険料 （法律上一体的に徴収さ れる 児童手当拠出金を含む。） 
 

（2）明示する 社会保険料率 

    社会保険料率は、毎年度、国土交通省から 情報提供さ れる 。 

保険料率は各企業が加入し ている 保険や所在する 地域の保険料率を使用する 。 

    （参考） 平成 25 年度の保険料率 （15．15％ ）  
健康保険が協会けんぽ東京の場合、別添資料参照 

 

（3）適用除外者 

    個人事業主、一人親方（労働者と 見なさ れる 場合を除く 。）など 、法定福利費

(事業主負担分)を要し ない「適用除外」と なる 者の数や割合が判る 場合は、こ

れら の者に係る 法定福利費は内訳明示額に含めないも のと する 。ただし 、「適

用除外」と なる 者の数や割合が判ら ない場合は、内訳明示額の対象と する 。 
 

４ ．法定福利費の算出方法 

  法定福利費の算出の基礎と なる 労務費については、総額を計上する こ と と する 。 

  労務費総額の内訳等については、会員各社において算出根拠を明確にする 。 
    （基本的な考え 方） 

    法定福利費 ＝ 労務費総額 × 社会保険料率 
     

＊  労務費と は、当該工事に直接従事する 社員及び作業員（主任技術者等を 含む）の当該

工事に 係る 給与支給額の合計であり 、管理部門及び間接部門の社員に 支給し た給与は含

ま ない。管理部門及び間接部門の社員に 支給する 給与は一般管理費と なる 。 

 

５ ．法定福利費内訳明示額に係る 消費税の取り 扱い 

  法定福利費は工事費の一部を 構成する も のである こ と から 、消費税の課税対象と

なる 工事費に含めて取り 扱う 。 
 

６ ．労務単価の構成 

（1） 労務単価の構成は次のと おり  

   基本給相当額  

   基準内手当  （当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する 手当） 

   臨時の給与  （賞与等） 

   実物給与  （現物支給の通勤定期券等） 
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（2） 社会保険等の対象と なる 賃金の範囲 

  1) 対象と なる も の（労働の対価と し て支払っ ている も の） 

       ① 基本給 （月給、日給等） 

      ②  諸手当 （家族手当、住宅手当、残業手当、通勤手当、資格手当、 

           休業手当等）       

    ③ 賞与  （賞与、期末手当、勤勉手当等） 

       ④ 現物支給の通勤定期券 
 

  2) 対象と なら ないも の（恩恵的なも のや労働の対価でなく 支払っ ている も の） 

       ① 任意、恩恵的なも の  （退職金（建退協証紙含む）、結婚祝金、 

災害見舞金等） 

      ②  労働の対価でない手当等（解雇予告手当、旅費、出張日当等）    

     ③ 福利厚生的なも の   （住宅貸与、資金貸与等） 

       ④ 業務費的なも の     （作業衣の貸与、保護具等） 

       ⑤ その他        （教育訓練費、募集・求人費） 

 
以上 

 

 

平成 25 年 11 月 8 日 

 

 

一般社団法人日本道路建設業協会 


